
天津ポートにおける外国人

ビザ免除の利便政策について

天津出入国国境防衛検査総駅天津出入国国境防衛検査総駅



一方的ビザ免除
（15日間の滞在）
一方的ビザ免除

（15日間の滞在）
一方的ビザ免除

（15日間の滞在）
トランジットパストランジットパストランジットパス

通過ビザ免除事前申告システム

144時間トランジットビザ免除事前申告

24時間トランジットビザ免除事前申告

中国語・英語

QRコードをスキャンする



一方的ビザ免除（15日間の滞在）

PART ONE

P A R T



一方的に免除する国

シンガポール ブルネイ ドイツフランスブルネイシンガポール

マレーシアスペインオランダイタリア



シンガポール、ブルネイ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、マレーシアを含む

8ヵ国の普通パスポートを以てビジネス、旅行・観光、親族・友人訪問或いはトランジットを

目的として中国に入国する人員は、法により国境管理機構の検査を受けた後、ビザなしで

中国に入国し、入国日から起算して15日間は中国に滞在することができる。

一方的ビザ免除



入国事由

就労 取材

学習

ビジネス

観光・旅行

親戚・友人を訪問
する

トランジット

✓ ×



入国した日から起算して15日目まで

当日起算

第15日間

入国した日から起算して15日目まで

当日起算

第15日間

滞在期間の計算方法

滞在期間

12.1に中国へ入国

12.1～12.15中国国内滞在

12.15の24時までに中国から出国



トランジットビザ免除

PART TWO

P A R T



外国人のトランジットビザ免除政策は各国が普遍的に実施

しているビザ利便政策であり、且つ中国のビザ免除制度に

おける重要な制度モデルもある。

主に24時間、72時間と144時間のトランジットビザ免除を含

む。

外国人はポート（港や空港など）に到着した後、相応の臨時

入国手続きをすることによりビザなしで入国が可能となる。

トランジットビザ免除政策

北京・天津・河北144時間トランジットビザ免除 24時間以内のトランジットビザ免除

天津市港トランジットビザ免除政策対比表

144時間トランジットビザ免除24時間トランジットビザ免除政策

6日間1日間時効

翌日から起算翌日から起算起算時間

54ヵ国全ての国家適用国家

北京・天津・河北行政区域全国滞留地区

北京・天津・河北国際ポート全ての国際ポート適用港



基本要求

有効なパスポート 第三国(地区)乗り継ぎチケット



日本 香港

第三国(地区)へ赴く

日本日本

適用

適用不可



法律規定により入国できない01

トランジットビザ免除が適用されないケース

パスポートの有効期間が3ヵ月未満または中国にビザ申請を拒否されたことがある02

5年以内に不法出入国、不法滞在、不法就労の記録がある03



54ヵ国の有効なパスポート及び144時間以内において期日が確定している、第三国

(地区)へ赴く乗り継ぎ旅行チケットを有する外国人は、北京首都国際空港、大興空港、

鉄路西客駅または天津濱海国際空港、天津国際クルーズ港、或いは河北石家荘国

際空港、秦皇島海港のいずれかから入国または出国することができる。

トランジットビザ免除滞留区域は北京市、天津市及び河北省である。

北京・天津・河北144時間トランジットビザ免除政策



オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エス
トニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハ
ンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニ
ア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、
ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、ス
ウェーデン、スイス、モナコ、ロシア、イギリス、アイ
ルランド、キプロス、ブルガリア、ルーマニア、ウク
ライナ、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ、モンテネグロ、北マケドニア、アルバニア、
ベラルーシ、ノルウェー、アメリカ、カナダ、メキシコ、
ブラジル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、
ニュージーランド、韓国、日本、シンガポール、ブ
ルネイ、アラブ首長国連邦、カタール



144時間手続きを行った翌日から起算して

6日目まで

翌日から計算する

6日目

144時間手続きを行った翌日から起算して

6日目まで

翌日から計算する

6日目

滞在時間計算方法

滞在期間

12.1に144時間トランジットビザ免除を申請

12.2～12.7中国国内滞在

12.7 24時までに中国から出国



滞留範囲：北京市、天津市、河北省

出入国港：以下のいずれかのポートから入国又は出国する。

北京

北京首都国際空港

大興国際空港

鉄道西客駅

天津

天津濱海国際空港

天津国際クルーズ港

河北

河北石家荘国際空港

秦皇島海港

区域/港



24時間以内のトランジットビザ免除

24時間ビザ免除はすべての国の公民に対して、中国のすべての国際港に適用されます。

外国人が国際便の航空機、船舶、列車に搭乗して中国から通過して第三国又は地

域へ赴き、中国国内に24時間以内に滞留し、且つ港を離れない場合、本人の有効な

パスポート及び座席予約済みのチケットで通過手続きを行うことができ、中国ビザを

免除する。二つの港を通過する等の原因で臨時に入国する必要がある場合、出入国

検査機関に24時間の臨時入国手続を申請しなければならない。



トランジットビザ免除事前申告システム

PART THREE

P A R T



申告ホームページ 申告
ホームページ

QRコードをスキャン

重要事項



申告ホームページ 重要事項

情報記入

申告
ホームページ

中国語・英語切り替え



申告ホームページ 情報記入

旅程記入

重要事項

個人証明情報



申告ホームページ 旅程記入

審査待ち

情報記入

旅程記入



申告ホームページ 審査待ち

旅程記入

審査状況の確認



24時間、移民管理政策に関するご質問にお答えします



天津空港のプロセス

PART TWO

P A R T
Brief introduction to Airportprocess



空港のプロセス

申請方法事前準備 現場処理 特殊な状況



有効なパスポート

乗り継ぎチケット

事前準備



24/144時間以内において期日が確定

第三国行き(地区)の乗り継ぎチケット

(列車、船、飛行機)を有していること

一票

中国が認めたパスポート

本人の国籍を証明し、

有効期限は3ヶ月以上あること

一証



旅客はチェックインの際に航空会社に申請する旅客はチェックインの際に航空会社に申請する

申請する際に「一証一票」を提示する

申請方法



申請方法



窓口対応

一対一の審査を受ける.

 窓口にて資料提出(一証一票)

 臨時入国カードの記入

 質問を受ける

 写真を撮る

「中国の住所」に宿泊予定都市の具体的な住所を

記入する。

本人又は宿泊者の国内連絡先を提供する。

臨時入国カード

航空会社のスタッフが旅客の「一時入国許可

受付」ロビーでの審査をサポートする。

旅客と面談



窓口対応



窓口対応



特殊状況

 公務（航空）機会社は乗り継ぎチケットの 書面

の証明書を発行することができる



東疆クルーズ港のプロセス

PART THREE

P A R T
Brief introduction to Cruiseprocess



船員は適用しない クルーズ船の
乗り換え不要

クルーズ船内での
宿泊可能

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

港にて適用されるケース



船員は適用しない

クルーズ船の
乗り換え不要

クルーズ船内での
宿泊可能

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

港にて適用されるケース



 船員の上陸又は出港による入国:

有効なビザ又は手続き「船員臨時入国許可」又は滞在居留許可が必要となる

 船員が入国した後その船舶に乗船する場合:

入国港にて24/144時間のトランジットビザ免除の申請はできない

船舶乗組員及びその同伴家族には、トランジットビザ免除政策が適用されない

船員は適用しない



船員は適用しない クルーズ船の
乗り換え不要

クルーズ船内での
宿泊可能

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

港にて適用されるケース



船と飛行機の
乗り継ぎ可能

クルーズ船の
乗り換え不要

クルーズ船内での
宿泊可能

船員は適用しない

港にて適用されるケース



 入国にあたって出発した国と出国にあたって第一目の目的国が異なる

 最終目的国に対して影響を受けない

交通機関の乗り継ぎ

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

日本 韓国 日本



船員は適用しない クルーズ船の
乗り換え不要

クルーズ船内での
宿泊可能

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

港にて適用されるケース



クルーズ船の

乗り換え不要

船員は適用しない
クルーズ船内での

宿泊可能
船と飛行機の
乗り継ぎ可能

港にて適用されるケース



 乗り換えの必要はない

 出発国と渡航国が異なる

乗り換えなし

クルーズ船の
乗り換えなし

日本 韓国



船員は適用しない クルーズ船の
乗り換え不要

クルーズ船内での
宿泊可能

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

港にて適用されるケース



クルーズ船内での
宿泊可能

クルーズ船の
乗り換え不要

船と飛行機の
乗り継ぎ可能

船員は適用しない

港にて適用されるケース



 指定された航路のクルーズチケットを購入済みである

 クルーズ船において宿泊できる

元のクルーズ客船と一緒に停泊して宿泊する (一)

クルーズ船内での
宿泊可能

日本 韓国

天津



 下船する旅客は入国した一つ目の港（入国港）において入国手続きを行わなければならない。

 入国港で必要条件を満たすトランジットビザ免除を申請することしかできない。

※若し天津が入国港である場合、24時間（全国範囲）又は144時間（北京、天津、河北に限る）

の申請を行い、当該規則に基づき、中国国内における移動範囲を制限する必要がある。若し144

時間を申請する場合、上海で下船することはできない。

 ビザを取得しておく方がより利便性が高い。

従来のクルーズ船において停泊して宿泊する (二)

クルーズ船内での
宿泊可能

日本 韓国

天津 上海



移動範囲を超える01

法律規定違反の有無を確認する

出国プロセス

指定期限を超える02

宿泊登記(144時間)03

第三国へ赴く04



若し緊急状況により滞留期間又は区域を超

えて移動する必要がある場合、所在地の県

級以上の公安機関出入国管理部門に滞在許

可を申請しなければならない。許可を得ずに

期限を超えた場合、相応の法律責任を負う。

若し緊急状況により滞留期間又は区域を超

えて移動する必要がある場合、所在地の県

級以上の公安機関出入国管理部門に滞在許

可を申請しなければならない。許可を得ずに

期限を超えた場合、相応の法律責任を負う。

特殊な状況

特殊な状況




